
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月以降の活動について 

 緊急事態宣言が、昨日９月３０日までをもって全面的に解除となりました。また、まん延

防止対策重点措置の適応もなく、久しぶりに制度的な制限のない日常となりました。 

 学校生活も、１単位時間４５分の通常授業となり、この宣言解除をもっていつものリズム

で過ごしていくことになります。例年ならば、「実りの秋」「スポーツの秋」など、季節に合

わせた様々な活動が活発に行われるところですが、生活を制限する数々の取組は少なからず

あることを前提に、感染防止の対策を継続して取り組みながら、１０月以降の学習活動を展

開していきたいと思います。 

さて、学年や学級からのおたよりと重なることもあると思いますが、現状において計画し

ている活動について、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 １０月１日（金） 第９号 北九州市立大里東小学校 

〒800-0023 

門司区中二十町 7番１号 

℡381-4531 

文責：山﨑 千歳 

大里東小学校の校訓 ： 【自律】 【実行】 【礼儀】 

① ひまわり学習塾 

 １０月４日（月）より、実施です。久しぶりの

再開となりますので、参加者は下校時刻が

遅くなることを確認しておいてください。 

② 社会科見学 ４年 

 １０月５日（火）実施予定です。４年生は、環

境アクティブラーニングに続き、２回目の校外

学習活動となります。 

③ 自然教室に関わること ５年  

 １０月６日（水）の説明会は、保護者の集合型説明会を回避し、紙面にて行います。配布資料を確

実にご確認ください。現状では、１１月４日（木）・５日（金）の宿泊を伴う行事として計画していま

す。健康や安全を第一に考え、状況により計画変更となる可能性があることもお知りおき下さい。 

④ 芸術家の派遣事業 全学年 

 １０月６日（水）、７日（木）、８日（金）の３日間を、低・中・高学年で分割設定し、ゲストティチャー

となる芸術家をお招きして音楽鑑賞会を体育館にて実施します。当日は、学年毎に音楽に親しむ

ことができるように計画しています。 

⑤ 修学旅行に関わること ６年 

 １０月１２日（火）の説明会は、保護者の集合型説明会を回避し、紙面にて行います。配布資料を

確実にご確認ください。現状では、１１月２５日（木）・２６日（金）の宿泊を伴う行事として計画して

います。教育委員会の方針に基づく実施上の留意点等により、健康や安全を第一に考えながら、

子ども達の貴重な体験と思い出のために、丁寧に準備していきます。状況の変化に伴い、計画変

更となる可能性があることもお知りおき下さい。 

⑥ 運動会 全学年 

 保護者参観の運動会を、１０月２７日（水）に実施予定です。現状では、昨年

度のスポーツフェスティバルを踏まえながら、分割参観を計画しています。練習

から本番まで、子ども達が運動に親しむ十分な機会を確保することや、行事に

向かう過程で自立や協力する力を育むことを大切にしながら取り組んでいき

ます。参観方法や内容等の詳細については、後ほどお知らせいたします。 


